
(単位:％）

県税 県債
<84.6> <9.1>
(89.5) (9.9)
87.1 11.0

<98.4> <8.8>
(109.7) (10.6)
111.6 12.1

<129.4> <11.1>
(134.0) (13.9)
159.8 18.8
<92.1> <10.2>
(118.0) (16.3)
120.5 22.6
<96.4> <10.4>
90.6 15.8

<96.4> <9.7>
(90.6) (14.6)
97.8 21.8

<71.1> <7.7>
71.1 11.6

<103.2> <7.7>
99.1 11.2

<91.4> <6.9>
118.7 92.9 58.4 10.2

<99.7> <6.9>
103.7 94.8 60.3 9.6

《96.7》 <77.7> <5.3>
101.1 71.2 176.1 42.5 16.8

<75.4> <4.0>
98.5 89.5 104.4 38.6 17.8

<93.4> <3.7>
101.0 101.9 89.4 38.9 15.8

注1

2

3

4 　平成23年度は6月補正後の計数。

平21

101.4

平20

 「県債」の欄の（　)は借換債除き、<　>は借換債、NTT債、減税補 債、
調整債、減収補 債（特例分）、臨時財政対策債及び退職手当債除きの計数。

　平成17年度から、一般会計で計上していた借換債は公債管理特別会計で計上。
　平成16年度の上段（　）は、借換債を除いた場合の計数。

100.4

平22

平23

第３　参考資料

当初予算(一般会計）年度別伸率の状況

年度 規模 県税 県債
構成比

42.5

101.5 108.5 46.9

47.7103.8

　平成21年度の《　》は県税過誤納還付金及び還付加算金の増加分を除いた
場合の計数。

平12

平19

96.6

平18 103.0

平16

平15 100.3

平13 102.1

40.2

41.5101.2

49.9

95.0

(44.7)

49.0

(100.1)

105.0

平14 102.5 91.3

平17

(104.4)

105.9

104.4
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歳入予算の一般財源・特定財源内訳(一般会計)

県税
882,800,000
(38.9%)

県債
357,371,666
(15.8%)

諸収入
245,713,454
(10.8%)

国庫支出金
183,865,806
(8.1%)

一般財源
1,233,691,805
(54.4%)

特定財源
1,034,001,267
(45.6%)

繰入金
209,564,366
(9.2%)

（単位:千円）

予算総額
2兆2,676億
　9,307万余円

その他 37,485,975 (1.7%)
使用料及び手数料 21,753,117 (1.0%)
分担金及び負担金 9,140,356 (0.4%)
財産収入 6,572,502 (0.3%)
寄附金 20,000 (0.0%)

その他 350,891,805 (15.5%)
地方消費税清算金 148,920,000 (6.6%)
地方譲与税 88,345,001 (3.9%)
財政調整基金取崩し 53,026,803 (2.3%)
地方交付税 50,000,000 (2.2%)
地方特例交付金　 8,300,000 (0.3%)
交通安全対策特別交付金 2,300,000 (0.1%)
繰越金 1 (0.0%)

繰入金
財政調整基金
取崩し除く

※6月補正後の計数

－ 8 －



歳入予算の自主財源・依存財源別内訳（一般会計）
 
 

自主財源
1,577,510,599
(69.6%)

依存財源
690,182,473
(30.4%)

国庫支出金
183,865,806
(8.1%)

県債
357,371,666
(15.8%)

諸収入
245,713,454
(10.8%)

繰入金
262,591,169
(11.6%)

県税
 882,800,000
(38.9%)

予算総額
2兆2,676億
　9,307万余円

その他 148,945,001 (6.5%)
地方譲与税 88,345,001 (3.9%)
地方交付税 50,000,000 (2.2%)
地方特例交付金 8,300,000 (0.3%)
交通安全対策特別交付金 2,300,000 (0.1%)

その他 186,405,976 (8.3%)
地方消費税清算金 148,920,000 (6.6%)
使用料及び手数料 21,753,117 (1.0%)
分担金及び負担金 9,140,356 (0.4%)
財産収入 6,572,502 (0.3%)
寄附金 20,000 (0.0%)
繰越金 1 (0.0%)

※6月補正後の計数

（単位:千円）

－ 9 －



性質別歳出の状況（一般会計）

人件費
711,675,295
(31.4%)

その他経費
774,487,935
(34.1%)

投資的経費
223,684,720
(9.9%)

義務的経費
1,269,520,417
(56.0%)

繰出金
35,086,329
(1.6%)

単独補助金
95,822,938
(4.2%)

災害復旧事業
1,028,425
(0.0%)

単独事業
83,080,364
(3.7%)

その他
440,824,632
(19.4%)

公共事業
139,575,931
(6.2%)

扶助費
206,056,080
(9.1%)

公債費
351,789,042
(15.5%)

貸付金
202,754,036
(8.9%)

（単位:千円）

予算総額
2兆2,676億

   9,307万余円

※6月補正後の計数

－ 10 －



　　目的別歳出の状況（一般会計）

教育費
570,630,230
(25.2%)

健康福祉費
355,359,069
(15.7%)

公債費
351,789,042
(15.5%)

諸支出金
248,249,196
(10.9%)

産業労働費
238,170,930
(10.5%)

建設費
167,167,392
(7.4%)

警察費
157,842,788
(7.0%)

総務費
87,445,062
(3.9%)

農林水産費
60,036,975
(2.6%)

（単位:千円）

予算総額
2兆2,676億
  9,307万余円

その他 31,002,388 (1.3%)
県民生活費 11,389,714 (0.5%)
地域振興費 8,003,636 (0.4%)
環境費 6,902,574 (0.3%)
議会費 3,378,039 (0.1%)
災害復旧費 1,028,425 (0.0%)
予備費 300,000 (0.0%)

※6月補正後の計数

－11 －



目的別歳出の状況（一般会計）
県民一人当たりの歳出額

健康福祉費
15.7%

公債費
15.5%

産業労働費
10.5%

諸支出金
10.9%

教育費
25.2%

建設費
7.4%

総務費
3.9%

農林水産費
2.6%

警察費
7.0%

予算総額
2兆2,676億
  9,307万余円

その他 1.3% (4,276円)
県民生活費 0.5% (1,571円)
地域振興費 0.4% (1,104円)
環境費 0.3% (952円)
議会費 0.1% (466円)
災害復旧費 0.0% (142円)
予備費 0.0% (41円)

(49,018円)

(48,525円)

(32,853円)

(23,059円)

(21,772円)

(12,062円)

(8,281円)

(312,801円)

平成23年3月31日住民基本台帳人口　 7,249,626 人

(78,712円)

(34,243円)

※6月補正後の計数

－ 12 －



9,054 8,828

17,615
18,197

19,221

20,777 21,016 21,040 21,135
21,846

23,978

22,727 23,073 23,373
22,557 22,342 22,580

21,984

23,091 23,155
23,928

24,321

22,953 22,677

13,339

10,588

9,552 9,209 9,452
10,122

11,110

10,877
10,118

10,68411,023

10,087 10,197 10,427 10,947

12,308

14,135

11,668 11,465

9,608
8,610

8,973 9,310

12,464
11,914

12,402 12,695
10,975

12,131

12,321

11,56311,587
11,34411,61311,66011,37811,015

10,797

10,462
10,09210,0909,963

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

平2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
（年度）

（億円）

義務的経費　（人件費、扶助費、公債費）

歳出規模と県税収入の推移

○　平成２３年度の県税収入は、平成２２年度の最終予算を下回る８，８２８億円の計上にとどまる。
　　ピーク時の平成１９年度を５，０００億円以上下回る水準であり、極めて厳しい状況が続いている。
　　（８，８２８億円 － １４，１３５億円 ＝ △５，３０７億円）
○　こうした中、義務的経費は増加傾向にあり、本県財政は厳しい状況を抜け出せない。

歳出規模

県税収入

（注）1　平成21年度までは決算額。平成22年度は 終予算額。平成23年度は6月補正後予算見込額。
       2　歳出及び義務的経費は借換債除きの規模。(義務的経費は 終予算額)



１　減債基金
基金残高の推移

○　満期一括償還分については、将来の償還に備え、毎年度の所要額を減債基金に確実に積み立てている。
○　県が任意に積み立てる「その他」分について、２２年度に予定していた取崩し１，２５０億円の取り止めができたものの、
　　２３年度の公債費負担への対応として、当初予算で９００億円の取崩しを計上している。
○　更に、６月補正予算で３９６億円の取崩しを計上しており、「その他」分の残高は枯渇する。

2,641

3,193
407

9

1,298
1,295

505
134

820750675
588

474
319

197
37

138105108

494

1,388

1,824

1,548

1,231

1,288

1,805
2,128

1,416

1,121

350

259

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
（年度）

（億円）

満期一括償還分

その他

3,443

1,662

2,180
　平20前倒分

　平19前倒分

　平21前倒分 3,423

3,939

3,202

 一定の年限後（満期）に全額償還する方式の県債について、その償還に備えて、総務省が
示す積立ルールに基づき毎年度発行額の３０分の１を減債基金に積み立てるもの

 県債の償還に備えて、任意に積み立てるもの

（注）1　平成21年度までは決算額。平成22年度は決算見込額。平成23年度は6月補正後予算ベース。
　　　2　財源対策債等償還基金（6年度に減債基金に引継ぎ）を含んでいる。
      3　　　　部分は、翌年度の満期一括償還ルール積立の前倒し積立額



２　その他の取崩し型基金

○財政調整基金については、２２年度の税収の見込増を活用して３８０億円を積み立て、２１年度決算で取り崩しを取り止
　めた２００億円と合わせ、２２年度末には５８６億円の残高となった。
○しかし、６月補正予算で５２３億円の取崩しを計上しており、２３年度末の残高は５５億円が見込まれるに過ぎない状況。

221

1,440

1,161

1,003

585

319

215 173
140 111 111 112 112

313

620

405

747

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

平2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23（年度）

（億円）

財政調整基金　           137
大規模事業推進基金　     437
福祉推進整備基金　　　　 100
道路、河川等整備基金等　 766

（注）１　平成21年度は決算額。平成22年度は決算見込額。平成23年度は6月補正後予算ベース。
      ２　減債基金、財源対策債等償還基金、産業廃棄物適正処理基金、愛知万博基本理念継承発展基金、あいち森と緑づくり
        基金及び文化振興基金（取崩し型分）は含めていない。
　　　３　白抜きは、繰入運用を示す（平成10～14年度　81億円）。

111 111 111 111 113
30 30 30 30 32

 財政調整基金　            55
 社会資本整備等推進基金　  90
 福祉推進整備基金　　　　  76



10,259 10,879
12,823

14,890
16,536

18,972
20,870

22,905
25,263

26,918 28,132
29,193

30,677 31,379 31,858 31,606 31,374 31,089 30,757 30,232 29,372 28,485

3,982
3,910
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2,483

3,890
5,010 5,826 6,693 7,138

7,888

9,333
13,011 15,534

315 1,605

307

522

762

1,116

1,424

1,499
1,607

1,945

3,2023,9393,4233,443
2,1801,662

82075067558847431919737138105108494
1,3881,8241,5481,231

0

5,000
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20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
(注)　平成21年度までは決算額。平成22年度は決算見込額。平成23年度は６月補正後予算ベース。
　　　白抜きは、臨時財政対策債、減税補 債、臨時税収補 債、退職手当債、調整債の計としている。
　　　県債残高の（　　　）は、減債基金の積立残高を除いた額。

通常の県債の残高は、投資的経費の抑制を反映し、減少基調にあるが、平成２０年度以降の特例的な県債の増発により、県債
残高は急増している。

県債残高の推移

(9,331)
10,879

(10,999)
12,823

(13,502)
14,890

(16,349)
16,843

(19,386)
19,494

(21,527)
21,632

(23,883)
24,021

(26,650)
26,687

(28,220)
28,417

(29,420)
29,739

(30,664)
31,138

(32,572)
33,160

(34,594)
35,269

(36,118)
36,868

(36,612)
37,432

(36,405)
38,067

(36,362)
38,542

(36,807)
40,250

（億円）

（年度）

(9,028)
10,259

平

　　　臨時財政対策債等
　　　減収補 債（特例分）
　　　通常の県債
　　　減債基金の積立残高

特例的な県債

(40,124)

(42,354)
(44,602)
47,804

43,547

46,293
○県民一人当たりの県債残高
　22年度末見込　　６３８，５６３円
　23年度末見込　　６５９，３９６円
　（県民7,249,626人・・・23年3月31日現在住民基本台帳人口による)



※　減収補 債…普通交付税で算定された基準財政収入額が過大で実態の税収がそれを下回る場合に発行が認められる

　　　地方債。その元利償還額の75％が交付税算定上の基準財政需要額に算入される。平成19年度から、当分の間、建設

　　　ない方式（各団体の財源不足額を基礎として算出） が導入された。今後は、３年間で段階的に、不交付団体を含む全団
　　　体に配分する方式（各団体の人口を基礎として算出）を廃止し、不交付団体には配分しない方式に移行する予定。

　

県債発行の状況

＜特例的な県債＞

※　調整債…法人事業税の国税化に伴う減収額を補 するために認められた特例地方債。

　　　される場合に、発行が許可される特例地方債。

※　減税補 債…恒久的な減税等の実施による地方公共団体の減収額を補 するために設けられた特例地方債。恒久的

※　借換債除きで整理している。

　　　減税の廃止に伴い、平成18年度をもって廃止となった。

　　　事業等に充当しなくてよい特例債制度が設けられた。

※　臨時財政対策債…平成13年度の地方財政対策において設けられた特例地方債。地方交付税の振替措置であり、後年

　　　度にその元利償還額の100％が交付税算定上の基準財政需要額に算入される。平成２２年度に不交付団体には配分し

※　退職手当債…大量定年退職等に伴う退職手当の大幅な増加に対応するため、定数削減効果等が償還財源として確保
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調整債
減収補 債（特例分）
臨時財政対策債
退職手当債
減税補 債
通常の県債

２，４７０
２，２９４

２，４９２

２，１７５

３，５０７

３，９９８
）

３，８３０３，８１０

（ 終）（当初） （ 終）（当初）

５，４６７

３，５７４

 ○　通常の県債は平成１６年度から抑制基調。

 ○　しかしながら、平成２０年度及び２１年度は、巨額の税収減による財源不足に対応する

　　ため、減収補 債の発行が急増。

 ○　また、近年は地方交付税の振替措置である臨時財政対策債が大幅に増加。平成２３

　　年度においても多額の発行を余儀なくされる状況。

４，８７０

（当初） （ 終）

３，８７０

（6月補正後）

（注）各年度は当初予算額。ただし、平成23年度は６月補正後予算額。
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